
             

 

 

松山  一   松山   愛媛 一郎   愛媛 

３５    ４   ２          ３６   ９  ８ 

記載例 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

090 0000 0000  

080 0000 0000  

●窓口または夜間窓口など

へ提出する日を記入してく

ださい。 

   事務職 又は 03      サービス職 又は 05 

※国勢調査の年のみ記入してください。 

昼間繋がりやすい電話番号を記入してください。 

✔ 

           ★時間外受付について★      

 

※閉庁時に届出される方は、

夜間窓口へお越しくださ

い。 

※毎週木曜日は 19：00まで 

毎月第 2土曜日は 8：30～

17：00 まで本館 1 階市民

課での受付が可能です。 

6   4  1令和 

松山市二番町４丁目  ７       ２ 

４  １２ 

まつやま    たろう            えひめ    はなこ 

松山   太郎    愛媛    花子 
３    １   １             ５  １２   １ 

松山市二番町４丁目    松山市二番町４丁目 

７番地２             ７番地２ 

○○ハイツ２０１号     ○○ハイツ２０１号 

  松山 太郎            松山 太郎 

松山市三津３丁目     松山市北斎院町 

      ２               ７１２ 

松山  一           愛媛 一郎 

松山  一            愛媛 一郎 

    まつ                 ひめ 
長                   二 

●令和 6年 3月 1日以降の届出

から、戸籍謄本の添付は不要に

なりました。 

●住民票に記載されてい

る住所を記入してくださ

い。 

 

●婚姻届と同時に、転入

や転居をする場合は、新

しい住所を記入し、住民

異動届も提出してくださ

い。 

 ただし、休日・夜間窓

口に提出する場合は、住

民異動届の受付はできま

せん。そのため、住所

は、住民票に記載されて

いる住所を記入していた

だき、後日、住民異動届

をご提出ください。 

おめでとうございます。 

不明な点がございましたらお気軽におたずね下さい。 

●新本籍がおけない場合もありますので、「夜間窓口」に提出をされる場合は、事前に問い合わせいただくことを

お勧めします。 

・新本籍が松山市の場合・・・松山市役所市民課戸籍担当（０８９）９４８－６３４４ 

・新本籍が松山市以外の場合・・・各市区町村役場でご確認ください。 

松山 太郎 松山    愛媛 花子  愛媛 

 

松山市三津３丁目     松山市北斎院町７１２番地 

２番３０号 

松山市三津３丁目          松山市北斎院町 

２                ７１２     

    

    

      

    

●婚姻できる年齢は男女

とも１８歳以上です。 
●必ず、成人２名の証人が必

要です！！ 

 

●必ず、証人が署名してくだ

さい。 

 

●婚姻できる年齢は男女とも１８歳以上です。 

 


